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(57)【要約】
【課題】シールド性能の信頼性を向上させることができ
るシールドコネクタを提供すること。
【解決手段】シールドコネクタ１０は、端子金具１１を
内蔵するハウジング１２と、ハウジング１２内部に設け
られた導体からなるシールドシェル１３と、を有して金
属ケース１に固定されるものであって、シールドシェル
１３は、ハウジング１２の外筒部１５の内側に設けられ
、端子金具の接続部を包囲可能な筒状に形成され、この
シールドシェル１３には、アース電線（導通部材）１８
の一端が接続され、アース電線１８がハウジング１２の
延出部１７を通って金属ケース１の内部側に延びるとと
もに、アース電線１８の他端が金属ケース１の内面１Ｂ
に接続されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁体からなるとともに端子金具を内蔵するハウジングと、該ハウジング内部に設けら
れた導体からなるシールドシェルと、を有し、他のコネクタと嵌合可能に接続対象物の一
方面に固定されるシールドコネクタであって、
　前記ハウジングは、
　前記接続対象物の一方面に固着具によって固定される固定部と、
　前記固定部から一方側に延びるとともに先端が開口して前記他のコネクタと嵌合可能な
筒状の外筒部と、
　前記外筒部の内側に設けられて前記端子金具を収容する端子収容部と、
　前記接続対象物の挿通孔に挿入されて他方側に延びるとともに前記端子金具に接続され
た電線が挿通される延出部と、
を有して形成され、
　前記シールドシェルは、前記外筒部の内側に設けられ、互いに接続される前記端子金具
と前記他のコネクタの端子金具とを包囲可能な筒状に形成され、該シールドシェルには、
導体からなる導通部材の一端が接続され、
　前記導通部材が前記延出部を通って前記接続対象物の他方側に延びるとともに、該導通
部材の他端が前記接続対象物の他方面に接続されていることを特徴とするシールドコネク
タ。
【請求項２】
　前記導通部材は、芯線と、絶縁被覆と、を有したアース電線からなり、該アース電線の
一端における前記芯線が前記シールドシェルに圧着されていることを特徴とする請求項１
に記載のシールドコネクタ。
【請求項３】
　前記アース電線の他端における前記芯線には板状端子が固定され、該板状端子が前記接
続対象物の他方面に固定されていることを特徴とする請求項２に記載のシールドコネクタ
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シールドコネクタに関し、詳しくは、絶縁体からなるハウジングと、ハウジ
ング内部に設けられて導体からなるシールドシェルと、を有し、他のコネクタと嵌合可能
に接続対象物の一方面に固定されるシールドコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、自動車（特に、電気自動車やハイブリッド自動車）において、モータやバッテリ
、インバータ等の機器同士がシールド電線によって接続され、このシールド電線と機器の
ケースとをアース接続するためのシールドコネクタが提案されている（例えば、特許文献
１参照）。このシールドコネクタ１００は、図５、６に示すように、接続対象物である機
器の金属ケース１の外側（一方側であり、図５の右側）に固定されるハウジング１０１と
、金属ケース１の内側（他方側であり、図５の左側）に延びるシールド電線２に接続され
てハウジング１０１内部に保持される端子金具３と、を備え、図示しない他のコネクタと
嵌合して接続可能に構成されている。金属ケース１には、その内外を連通させるとともに
ハウジング１０１の一部を挿通させる挿通孔４が形成されている。
【０００３】
　ハウジング１０１は、絶縁樹脂製の一体成形品であって、金属ケース１の外面１Ａに固
着具であるボルト５によって固定される板状のフランジ部１０２と、フランジ部１０２か
ら金属ケース１の外方に延びて先端が開口した筒状の嵌合部１０３と、嵌合部１０３の内
側に設けられて端子金具３を収容する端子収容部１０４と、金属ケース１の挿通孔４に挿
入されて内部側に延びるとともにシールド電線２が挿通される延出部１０５と、を有して
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形成されている。フランジ部１０２には、貫通孔が形成され、これらの貫通孔に設けられ
たカラー６にボルト５を挿通するとともに、このボルト５を金属ケース１に螺合すること
で、ハウジング１０１が金属ケース１に固定されている。
【０００４】
　また、ハウジング１０１の嵌合部１０３には、その内周面に沿って筒状のシールドシェ
ル１０６が設けられている。このシールドシェル１０６は、導電性を有した金属板材から
なり、シールドコネクタ１００の端子金具３と、接続された他のコネクタの端子金具と、
を包囲するように設けられている。また、シールドシェル１０６は、金属ケース１に向か
って延びるとともに、その外面１Ａに沿って折れ曲がった鍔部１０７を有して形成されて
おり、この鍔部１０７がハウジング１０１のフランジ部１０２と金属ケース１の外面１Ａ
との間に挟まれ、締め付けたボルト５によって外面１Ａに密接されることで、シールドシ
ェル１０６と金属ケース１とが電気的に接続されている。このように従来のシールドコネ
クタ１００において、端子金具の接続部がシールドシェル１０６に包囲されることから、
シールド電線２から発生する電磁波の漏洩や、外部からのノイズの侵入が防止できるよう
になっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００２－３１３４５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のシールドコネクタ１００では、ボルト５を締め付けることによっ
てハウジング１０１のフランジ部１０２と金属ケース１の外面１Ａとの間にシールドシェ
ル１０６の鍔部１０７を挟み込み、これによって鍔部１０７を外面１Ａに密接させている
ため、ボルト５の締め付けが緩んだ場合には、シールドシェル１０６と金属ケース１との
電気的接続が弱まり、シールドシェル１０６から金属ケース１へのシールド電流の流れが
阻害され、シールド性能が低下する可能性がある。
【０００７】
　本発明は、上記した点に鑑み、シールド性能の信頼性を向上させることができるシール
ドコネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　前記課題を解決するために、請求項１に記載された本発明のシールドコネクタは、絶縁
体からなるとともに端子金具を内蔵するハウジングと、該ハウジング内部に設けられた導
体からなるシールドシェルと、を有し、他のコネクタと嵌合可能に接続対象物の一方面に
固定されるシールドコネクタであって、前記ハウジングは、前記接続対象物の一方面に固
着具によって固定される固定部と、前記固定部から一方側に延びるとともに先端が開口し
て前記他のコネクタと嵌合可能な筒状の外筒部と、前記外筒部の内側に設けられて前記端
子金具を収容する端子収容部と、前記接続対象物の挿通孔に挿入されて他方側に延びると
ともに前記端子金具に接続された電線が挿通される延出部と、有して形成され、前記シー
ルドシェルは、前記外筒部の内側に設けられ、互いに接続される前記端子金具と前記他の
コネクタの端子金具とを包囲可能な筒状に形成され、該シールドシェルには、導体からな
る導通部材の一端が接続され、前記導通部材が前記延出部を通って前記接続対象物の他方
側に延びるとともに、該導通部材の他端が前記接続対象物の他方面に接続されていること
を特徴とする。
【０００９】
　請求項２に記載されたシールドコネクタは、請求項１記載のシールドコネクタにおいて
、前記導通部材は、芯線と、絶縁被覆と、を有したアース電線からなり、該アース電線の
一端における前記芯線が前記シールドシェルに圧着されていることを特徴とする。
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【００１０】
　請求項３に記載されたシールドコネクタは、請求項２に記載のシールドコネクタにおい
て、前記アース電線の他端における前記芯線には板状端子が固定され、該板状端子が前記
接続対象物の他方面に固定されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の発明によれば、シールドシェルに一端が接続された導通部材がハウジン
グの延出部を通って接続対象物の他方側に延びて設けられ、この導通部材の他端が接続対
象物の他方面に接続されているので、シールドシェルと接続対象物（例えば、機器の金属
ケース）との導通を確保することができる。従って、ハウジングを接続対象物に固定する
固着具が緩んだとしても、導通部材によるシールドシェルと接続対象物との導通が確保さ
れているので、シールドシェルに生じるシールド電流を接続対象物へ確実に流して、シー
ルドシェルをアースすることができ、シールド性能の信頼性を向上させることができる。
【００１２】
　請求項２記載の発明によれば、導通部材がアース電線から構成されているので、シール
ドシェルからハウジングの延出部を通って接続対象物の他方側までの経路が複雑であって
も、アース電線を屈曲させつつ配索することができ、配索経路の自由度を高めることがで
きる。さらに、ハウジングの延出部を接続対象物の挿通孔に挿入する際に、アース電線を
適宜な形状に付勢しておき、延出部を挿通孔に挿入してからアース電線を接続対象物の他
方面に向けて屈曲させることができるので、シールドコネクタの取付時にアース電線が邪
魔になることがなく、取付作業を容易かつ迅速に実施することができる。
【００１３】
　請求項３記載の発明によれば、アース電線の他端側に板状端子が固定され、この板状端
子が接続対象物の他方面に固定されるので、アース電線の屈曲や余長を利用して板状端子
の取付作業を容易かつ迅速に実施することができる。また、シールドコネクタを接続対象
物から取り外す場合においても、板状端子を接続対象物の他方面から取り外すことによっ
て、シールドコネクタの取外し作業も容易かつ迅速に実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施形態に係るシールドコネクタを示す断面図である。
【図２】前記シールドコネクタを接続対象物の他方側から見た斜視図である。
【図３】前記シールドコネクタを接続対象物の一方側から見た斜視図である。
【図４】前記シールドコネクタのシールドシェル及び導通部材を示す斜視図である。
【図５】従来技術に係るシールドコネクタを示す断面図である。
【図６】従来技術に係るシールドコネクタを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施形態にかかるシールドコネクタを、図１～図４を参照して説明す
る。本実施形態のシールドコネクタ１０は、自動車、特に、電動モータの駆動力によって
走行する電気自動車や、エンジンと電動モータとの双方の駆動力で走行するハイブリッド
車において、モータとインバータとの間やインバータとバッテリとの間等をシールド電線
で繋ぐ用途に適したものである。シールドコネクタ１０は、その内部に端子金具としての
雄端子１１を有した雄型コネクタであり、図示しない他のコネクタとして内部に雌端子を
有した雌型コネクタと嵌合して接続可能に構成されており、これらの雄型コネクタと雌型
コネクタとが接続された際に、互いの端子同士の接続部をシールドして電磁波を遮蔽し、
接続部からのノイズの漏えいや侵入を防止するものである。
【００１６】
　シールドコネクタ１０は、絶縁樹脂から一体成形されるとともに雄端子１１を内蔵する
ハウジング１２と、ハウジング１２の内部に設けられた導体からなるシールドシェル１３
と、を有して構成され、接続対象物としての金属ケース１の外面１Ａ（一方面）に固定さ
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れている。雄端子１１には、ハウジング１２を貫通して金属ケース１の内側（他方側）に
延び、図示しない電気接続部に接続されるシールド電線２が連結されている。このシール
ド電線２は、内部導体を絶縁被覆と編組等のシールド部で覆って構成されるものであって
、内部導体が雄端子１１に圧着され、この圧着部がシールドパイプ等で覆わることで、シ
ールド電線２からの電磁波の漏えいや侵入が防止されるようになっている。
【００１７】
　ハウジング１２は、金属ケース１の外面１Ａに固着具であるボルト５によって固定され
る固定部１４と、この固定部１４から金属ケース１の外側（一方側）に延びる筒状の外筒
部１５と、外筒部１５の内側に設けられて雄端子１１を収容する端子収容部１６と、金属
ケース１の挿通孔４に挿入されて内部側（他方側）に延びる延出部１７と、を有して形成
されている。固定部１４には、貫通孔が形成され、これらの貫通孔に設けられたカラー６
にボルト５を挿通するとともに、このボルト５を金属ケース１に螺合することで、ハウジ
ング１２が金属ケース１に固定されている。
【００１８】
　外筒部１５は、その先端が開口して形成され、その内側に受け入れた雌コネクタを嵌合
可能に構成されている。また、外筒部１５の外面には、雌コネクタのロック部と係合して
嵌合状態を維持させるための係合突起１５Ａが形成されている。シールドシェル１３は、
外筒部１５の内周面１５Ｂに沿い、かつ、端子収容部１６の外周を覆うようにして、ハウ
ジング１２の内部に設けられている。
【００１９】
　端子収容部１６は、外筒部１５と同様に先端側が開口した筒状に形成され、その内部に
雄端子１１を保持するとともに、雌コネクタの雌端子を受け入れ可能に構成されている。
このように端子収容部１６の雄端子１１と、端子収容部１６に受け入れた雌端子と、が互
いに接触して電気的に接続され、これらの接続された端子の接続部がシールドシェル１３
によって覆われるようになっている。
【００２０】
　延出部１７は、全体円筒形に形成されて金属ケース１の外側から内側に向かって挿通孔
４に挿入され、その先端部が金属ケース１の内面（他方面）１Ｂよりも内側に突出して設
けられている。この延出部１７は、その内部を３つの空間Ｓ１，Ｓ２，Ｓ３に仕切る仕切
り壁１７Ａ，１７Ｂを有し、２つの空間Ｓ１，Ｓ２にそれぞれ１本ずつのシールド電線２
が挿通され、他の１つの空間Ｓ３に後述する導通部材としてのアース電線１８が挿通され
ている。また、延出部１７の外面には、周方向に沿った凹溝が形成されており、この凹溝
には、金属ケース１の挿通孔４内周面に密接するシール材１７Ｃが取り付けられている。
【００２１】
　シールドシェル１３は、図４にも示すように、銅合金やアルミニウム合金等の金属板を
全体略角筒状に成形して形成され、図１に示すように、ハウジング１２の外筒部１５に圧
入されている。このシールドシェル１３における外筒部１５内部側の端部には、導通部材
としてのアース電線１８の一端部が圧着されている。このアース電線１８は、導体からな
る芯線１８Ａと、芯線１８Ａを覆う絶縁被覆１８Ｂと、を有し、その他端部は、延出部１
７の空間Ｓ３を通って金属ケース１の内部側に延びて設けられている。アース電線１８の
他端部における芯線１８Ａには、板状端子１８Ｃが固定され、この板状端子１８Ｃがボル
ト１８Ｄを介して金属ケース１の内面１Ｂに接続されている。この際、アース電線１８の
他端部側は、ハウジング１２の延出部１７から突出した先がＵ字状に屈曲され、適度な余
長を有して金属ケース１の内面１Ｂに沿うようになっている。このように、シールドシェ
ル１３は、アース電線１８を介して金属ケース１にアース接続されている。
【００２２】
　次に、シールドコネクタ１０の金属ケース１への組付け手順の一例を説明する。なお、
シールドコネクタ１０の組付け手順としては、以下説明するものに限らず、組付け後にお
いて図１に示すシールドコネクタ１０が構成されていればよいため、以下に示す各手順が
適宜に前後してもよい。
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【００２３】
　先ず、シールドシェル１３の端部にアース電線１８の一端部を圧着して固定し、アース
電線１８の他端部をハウジング１２の端子収容部１６に貫通させるとともに延出部１７の
空間Ｓ３に挿通させる。さらに、ハウジング１２の外筒部１５にハウジング１２を圧入し
、空間Ｓ３に挿通させたアース電線１８の他端部を延出部１７から引き出し、この他端部
に板状端子１８Ｃを圧接して固定する。このようにしてシールドシェル１３及びアース電
線１８をハウジング１２に取り付けたら、このハウジング１２を金属ケース１の挿通孔４
近傍に位置させるとともに、挿通孔４を通して金属ケース１の内部からシールド電線２を
引き出し、その先端の雄端子１１を延出部１７の空間Ｓ１，Ｓ２に挿通させ、さらに端子
収容部１６に圧入して雄端子１１を保持させる。
【００２４】
　次に、挿通孔４を通してアース電線１８の板状端子１８Ｃを金属ケース１の内部に入れ
てから、挿通孔４内周面にシール材１７Ｃを摺接させつつ延出部１７を圧入し、固定部１
４が金属ケース１の外面１Ａに当接するまで延出部１７を押し込んだら、カラー６にボル
ト５を挿通して金属ケース１に螺合させる。さらに、金属ケース１の内部において、板状
端子１８Ｃに通したボルト１８Ｄを金属ケース１の内面１Ｂに螺合することによって、板
状端子１８Ｃを内面１Ｂに密接させつつ固定する。以上によってハウジング１２が金属ケ
ース１に固定されるとともに、シールドシェル１３が金属ケース１にアース接続され、こ
れによってシールドコネクタ１０の金属ケース１への組付けが完了する。
【００２５】
　以上のような本実施形態によれば、シールドシェル１３に一端が圧着されたアース電線
１８の他端部が金属ケース１の内部側に延びて設けられ、このアース電線１８の他端部に
固定した板状端子１８Ｃが金属ケース１の内面１Ｂに密接して固定されるので、シールド
シェル１３と金属ケース１との導通を確保することができる。従って、ハウジング１２を
金属ケース１に固定するボルト５が緩んだとしても、アース電線１８によるシールドシェ
ル１３と金属ケース１との導通が確保されているので、シールドシェル１３に生じるシー
ルド電流を金属ケース１へ確実に流して、シールドシェル１３をアースすることができ、
シールド性能の信頼性を向上させることができる。また、アース電線１８の他端側に圧接
した板状端子１８Ｃがボルト１８Ｄを介して金属ケース１の内面１Ｂに固定されているの
で、ボルト１８Ｄの着脱によって板状端子１８Ｃを金属ケース１対して容易に固定するか
又は取外すことができ、シールドコネクタ１０の取付作業や取外作業を迅速に実施するこ
とができる。
【００２６】
　なお、前記実施形態では、シールドコネクタ１０として雄端子１１を有した雄型コネク
タを例示したが、本発明のシールドコネクタとしては、雌端子を有した雌型コネクタであ
ってもよい。また、前記実施形態では、接続対象物として電気自動車やハイブリッド車に
用いられるモータやインバータ、バッテリなどの金属ケース１を例示したが、これに限ら
ず、接続対象物は、その他の適宜な電気機器であってもよいし、内部に電気部品を備えた
電気接続箱であってもよく、導通部材をアース接続する対象としては、金属ケース１に限
らず、アース接続（グランド接続）用に設けられた部位であってもよい。さらに、導通部
材としては、前記実施形態のようなアース電線１８に限らず、導電性の部材であればよく
、例えば、金属板金からなるバスバーの一端側をシールドシェルに接続し、他端側を接続
対象物（金属ケース）にボルト固定してもよい。
【符号の説明】
【００２７】
　１　　　金属ケース（接続対象物）
　１Ａ　　外面（一方面）
　１Ｂ　　内面（他方面）
　４　　　挿通孔
　５　　　ボルト
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　１０　　シールドコネクタ
　１１　　雄端子（端子金具）
　１２　　ハウジング
　１３　　シールドシェル
　１４　　固定部
　１５　　外筒部
　１６　　端子収容部
　１７　　延出部
　１８　　アース電線（導通部材）
　１８Ａ　芯線
　１８Ｂ　絶縁被覆
　１８Ｃ　板状端子

【図１】 【図２】
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【図４】

【図５】

【図６】
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